
上尾市結婚新生活支援事業

結婚を機に上尾市内で新しく居住する住宅（新居）への
引越費用や住宅購入費、家賃などの一部を助成します。

対象要件を全て満たす必要があります

夫婦ともに29歳以下の場合

上限60万円
夫婦ともに39歳以下の場合

上限30万円

【問い合わせ先】
〒362-8501上尾市本町3-1-1 本庁舎 5階
上尾市 こども未来部 こども支援課
電話：048-783-4962（管理担当）

予算額に達し次第、受付終了となります

【対象となる経費】
(1) 住宅取得費（建物に係る部分のみ対象）
(2) 住宅の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
(3) 住宅リフォーム費
(4) 引越費用
※住宅手当が支給されている場合は、対象経費から控除します。

【対象となる経費の期間】
令和８年4月1日から令和９年3月31日の間に支払った費用

※補助金額に1，000円未満の端数が生じた場合は、切り捨て

【申請期間】
令和８年4月1日から令和９年3月31日まで



1.対象要件の確認

【婚姻要件】

【所得要件】

【年齢要件】

□令和８年１月１日～令和９年３月３１日
に婚姻届が受理されている

（日本方式の婚姻をしている者に限る）

対
象
外

□婚姻日において、夫婦ともに39歳以下である

□夫婦の所得合計額が500万円未満である
※奨学金を返済している世帯は、奨学金の年間返済額を

所得から控除します

【共通要件】

□申請日において補助対象住宅に居住し、本市の
住民基本台帳に記録されている

□補助金の交付の決定を受けた日から3年を超え
る期間、補助対象住宅に居住する意思がある

□市税及び国民健康保険税の滞納がない
□他の公的制度による家賃補助を受けていない
□自治会、町内会等に加入する意思がある
□夫婦ともに上尾市暴力団排除条例第2条第2号
に規定する暴力団員でない

申請日 所得該当年度 判定対象期間

4月～6月 令和７年度
（令和６年分）

令和６年１月～１２月分
の収入

7月～翌3月 令和８年度
（令和７年分）

令和７年１月～１２月分
の収入

No

No

No

Yes

Yes

Yes

【受講要件】 以下のいずれかを夫婦ともに受講している
□ライフデザイン支援講座（動画視聴）
□プレコンセプションケアに関する講座（動画視聴）
□医療機関への妊娠・出産に関する相談
□共家事・共育て講座（書籍確認）

Yes

補助金申請可能全ての要件を満たす場合

No

No



2.必要書類

＜住宅取得の場合＞
□住宅の売買契約書の写し
□住宅取得に係る領収書の写し
□住宅ローン契約書・ローン支払い予定表の写し

＜賃貸の場合＞
□賃貸借契約書の写し
□賃料、共益費、仲介手数料の支払いが分かる領収書等の写し

＜住宅リフォームの場合＞
□住宅リフォーム工事請負契約書の写し
□住宅リフォームに係る領収書の写し
□住宅リフォームローン契約書・ローン支払い予定表の写し

＜引越費用＞
□引越費用に係る領収書の写し

□上尾市結婚新生活支援事業費補助金交付申請書【第1号様式】
（こども支援課窓口または市HPからダウンロード可）

□戸籍謄本（申請日において戸籍謄本を発行することができない場合は、婚姻届受理証明書）

□所得証明書または非課税証明書 （所得証明書を当市で発行できる者を除く）

□市税及び国民健康保険税の滞納がないことを証明する書類
（証明書を当市で発行できる者を除く）
※自治体によって発行していない場合があります。その場合は、納税証明書や滞納証明書
等を提出してください。詳細については各自治体にお問い合わせください。

次の書類をこども支援課窓口に提出してください。（１２時～１３時を除く）
また、郵送及び土曜日の申請は受け付けていませんのでご注意ください。

【全員が共通して必要となる書類】

【該当する場合には、必要となる書類】

□住宅手当支給証明書（第2号様式）または住宅手当の支給状況を確認
できる書類（個人事業主本人または就労していない場合を除く）

□貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し



４.講座参考事例

【①ライフデザイン支援講座（動画視聴）】

【②プレコンセプションケアに関する講座（動画視聴）】

【③共家事・共育て講座（書籍確認）】

（前編）
【社会人必見】いま、そしてこれからの「ライフデザイン」
(https://www.youtube.com/watch?v=RFsqMa7pLP4）

（後編）
【今、そして未来のためのプレコン】妊娠のしやすさと年齢って影響するの？？
(https://www.youtube.com/watch?v=XPGyZtuNroM）

恋たま会員向けオンラインセミナー「結婚で得られるお金に関するメリットと家計管理の
コツ」 (https://www.youtube.com/watch?v=GEmNzZxH064)

共家事・共育て講座 共育て導きの書（埼玉県作成）
(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/tomosodate/mitibikinosyo.html）

埼玉県のホームページに掲載されている以下①～③の講座をご活用ください。
（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/kekkon/shienpuroguramu.html）

３.申請の流れ

①こども支援課窓口にて申請

④（交付決定通知書が届いた方）
請求書を提出

②申請書類の確認・審査
※審査期間は1～2か月です

③審査完了後、郵送で結果を通知

⑤補助金を交付（口座へ振込み）

上 尾 市申 請 者

https://www.youtube.com/watch?v=RFsqMa7pLP4
https://www.youtube.com/watch?v=XPGyZtuNroM
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